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助成金上限額 200 万円区分又は 

助成金上限額 100 万円区分の場合 

助成金上限額 30 万円区分の場合 

1 はじめに 

 

 「港区文化芸術活動サポート事業」とは、区内で行われる多彩な文化芸術活動及びそれ

らの活動を行う団体を育成するため、港区文化芸術振興基金を活用し、経費の一部に対

し助成金を交付するとともに、専門家のアドバイスにより支援するものです。 

助成を希望する団体は、本募集要項をよく確認の上、申請してください。 

なお、助成事業の募集は、平成 29 年度の予算成立を前提として実施するものであり、

予算の成立状況によって、募集内容等が変更になる場合があります。 
 

＜募集・申請手続きの流れ＞ 

●事業区分を 1 区分選択します。 

①地域文化創造・発信事業 ②文化芸術参加・体験事業 ③国際文化交流事業 

 

●助成金上限額区分を 1 区分選択します。 

助成金上限額 200 万円区分 助成金上限額 100 万円区分 助成金上限額 30 万円区分 

 

●助成金上限額区分に応じた助成のスケジュールは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月上旬～下旬 

募集要項上の申請要件適合確認・公開抽選 

・抽選結果（当選・落選）の通知 

4 月中旬～5 月中旬 

審査委員会による審査 

 
6 月上旬 

助成決定・不承認決定通知 

 

4 月上旬 

助成決定通知（抽選で当選した事業） 

7 月 1 日～翌 2 月 28 日 

助成団体による事業実施 

（専門家によるヒアリング及びアドバイス、 

事業評価の実施） 

※事業に着手した段階で、「港区文化芸術活動サポー

ト事業助成事業着手届（第 5 号様式）」を提出 

※事業終了後、「港区文化芸術活動サポート事業助成

実績報告書（第 8 号様式）」を平成 30 年 3 月 20 日

（火）までに提出。 

4 月 1 日～翌 2 月 28 日 

助成団体による事業実施 

（専門家によるヒアリング及びアドバイス 

事業評価の実施） 

※事業終了後、「港区文化芸術活動サポート事業助成

実績報告書（第 8 号様式）」を平成 30 年 3 月 20 日

（火）までに提出。 

2 月 1 日（水）～2 月 28 日（火） 助成団体の公募 

 

事業の着手確認後と事業終了実績報告

後に助成金の支払い（2 回払い） 

事業終了実績報告後 

助成金の支払い（1 回払い） 
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２ 助成対象者 

 

区内に事務所等の活動拠点を置き、区内で活動している非営利団体で、事業の企画・

運営手法等において育成が必要と区が判断する団体 
 

ただし、次のいずれかに該当するものは、助成の対象となりません。 

(1) 宗教活動又は政治活動を主な目的とするもの 

(2) 暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制下にあるもの 

(3) 定款、規約等を有しないもの 

(4) 国、地方公共団体及び独立行政法人並びにそれらの外郭団体であるもの 

(5) 本事業募集期間中に、港区文化プログラム連携事業の指定申請をしているもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 助成対象事業 

助成対象事業の要件 

音楽、演劇、舞踊、美術、映像、伝統芸能等、文化芸術の創造に資する事業のうち、

次の要件を全て満たすものが対象となります。 

(1) 港区内で実施されること。 

(2) 助成金上限額区分に応じた下記の期間内に、対象となる活動（創作、練習、リハ

ーサル、公演等）が実施され、港区在住、在勤、在学及び滞在者（以下、「区民」

という。）が参加できること。 

①助成金上限額 200 万円区分及び助成金上限額 100 万円区分 

平成 29 年 7 月 1 日から平成 30 年 2 月 28 日まで 

  ②助成金上限額 30 万円区分 

   平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 2 月 28 日まで 

(3）申請する団体が自ら主催（企画、実施、経理）する活動であること。 

（4）区民に計画的に周知され、区民無料（又は優先）枠の設定や公募などにより鑑賞、

参加等の機会が広く区民に提供されること。 

(5) 宗教活動及び政治活動を目的としていないこと。 

(6) 営利、物品販売及びチャリティーを目的としていないこと。 

・ 事業の実施には、公益性の高い事業を実施する責任能力と組織的な執行体制が

必要であることから、個人は助成の対象となりません。 

・ 法人格を有さない任意団体も申請できます。 

・ 学生の方も本助成事業に参加できますが、団体の代表者（事業の申請者）は成

人（20 歳以上）である必要があります。 

・ 事務所等の活動拠点を区外に移転した場合は、速やかに区に報告してください。

基準日（助成対象年度の 4 月 1 日）現在、港区内に事務所等の活動拠点がない

場合は、助成の対象となりません。 
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(3)について 

・ 原則として、イベント会社に委託する事業は対象となりません。 

・ 区の共催事業については区が実施主体となるため、対象となりません（区の後

援事業は可）。 

 

(4)について 

・ 本募集要項 13 ページ「9 助成条件－(7)区民への広報」を参照してください。 

 

(6)について 

・ 助成事業に関係する有料パンレット等を販売し、事業の収支を補填することは

可能です。 

・ 事業を実施する日かつ事業を実施する会場内では、原則フリーマーケット、模

擬店、バザー、事業協力者へのブース貸し等の活動はできません（事業の主催

者以外のものによる、営利、非営利を問わない活動を全て含む。）。 

・ 申請者名が異なる場合であっても、同一年度内に、同一の日かつ同一の会場を

使用して行われる複数の事業の申請があった場合は、原則として同一の事業と

みなします。 

・ 実行委員会の形式で申請する場合は、実行委員会を構成する団体が、別途同一

年度内に単独の団体として申請することはできません。 

・ 年度内に複数の公演や、複数の実施手法（展覧会と舞台公演など）を組み合わ

せて行う活動を 1 つの事業として申請する際は、計画性や効果性を検討の上、

申請してください。1 つの活動が中止になり、事業目的の達成を期待できない

場合、事業全体の助成決定を取り消す場合があります。 
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事業区分 

次の事業区分①から③までのうち、１区分を選択してください。 

 

事業区分① 地域文化創造・発信事業 

・ 区民による地域に根ざした文化芸術活動で、地域からの文化芸術の創造・発信に

資する優れた事業 

・ 地域の文化資源を活用した事業で、地域からの文化芸術の創造・発信に資する優

れた事業 

【事業の例】 

・ 地域を象徴する歴史的・文化的資源をテーマに、多くの区民が地域の豊かな文化

資源を再発見できる事業 

・ 区内で活動する新進芸術家（アーティスト、デザイナー、クリエーターなど）を

起用し、国内外又は地域での文化芸術活動をリードする担い手の育成につながる

事業 

・ 港区の文化的な魅力を国内外に強力に発信するとともに、多くの区民が参加でき

る事業 

事業区分② 文化芸術参加・体験事業 

良質な文化芸術活動に参加し、これを体験する機会を広く区民に提供し、参加（※）、

体験を通じて区民の創造性や感性を養うことのできる事業 

（※）「参加」には鑑賞のみの参加は含まない。 

【事業の例】 

・ 区内の子どもたちがプロのアーティストと一緒に作品を創造し、地域ぐるみで将

来の文化芸術の担い手を育むことができる事業 

・ 幅広い世代の区民が文化芸術活動を通じた交流により、心豊かなひとときを過ご

すことができる事業 

事業区分③ 国際文化交流事業 

国際色豊かな港区の地域特性を生かし、国際文化交流の推進に寄与する事業 

【事業の例】 

・ 外国の優れた舞台芸術や美術工芸品などを区民に紹介する事業 

・ 外国人が区民とともに日本の文化に対する理解を深めることができる事業 

・ 海外アーティストと区民との交流を推進する事業 

 

 

 

 

 

・申請できるのは、1 団体につき、1 区分かつ１事業までです。また、複数の事業

区分にまたがって申請することはできません。 
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4 助成金上限額区分、助成金の額、助成事業数及び助成回数 

 

(1) 助成金上限額区分、助成金の額及び助成事業数 

次の助成金上限額区分のうち、１区分を選択してください。 

区の予算の範囲内かつ区が助成決定した額の範囲内で、「助成対象経費の 5 分の 4 に

相当する額」、「助成金上限額」、「助成対象経費から総収入を差し引いた金額」のうち、

いずれか少ない額を上限に助成します。 

助成金の額の計算方法については、本募集要項 7 ページ「助成金交付申請額の算定

フロー」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 助成回数 

助成回数は、同一の事業につき、3 回を限度とします。ただし、翌年度以降の継続

助成を約束するものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成金上限額区分 助成事業数（予定） 

助成金上限額 200 万円区分 6 件 

助成金上限額 100 万円区分 5 件 

助成金上限額 30 万円区分 10 件 

・ 複数の助成金上限額区分にまたがって申請することはできません。 

・ 申請後の助成金上限額区分の変更はできません。 

 

 

「助成金上限額 30 万円区分」については、旧制度（港区文化芸術活動助成事業

の助成金上限額 200 万円区分）及び現行制度の助成金上限額 200 万円区分・100

万円区分において、区から同一の事業で 3 回の助成を受けていても、助成機会

の拡充と、継続性の支援を目的とし、3 回まで申請することができます。 

助成金上限額 200万円区分

助成金上限額 100万円区分

【合わせて 3回まで】 

助成金上限額 30 万円区分 

【3 回まで】 

！ 助成金上限額区分を組み合わせることで、 

最大 6回まで助成を受けることができます。 
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5 助成対象経費 

 

助成対象事業の実施に要する経費において、原則として平成 29 年 4 月 1 日から平成 30

年 3 月 20 日までに支払いが発生した次の経費が助成対象経費となります。 

 

 

 【助成対象とならない経費の例】 

入場券販売手数料、交通費のうちファーストクラス料金・グリーン料金、備品・事務

用品購入費、振込手数料、打合せ費、接待費、交際費、レセプション費、手土産代、

弁当類等の飲食費等の経費、記念品代（金券・貴金属類）、その他 

 

 【申請事業収支予算書に記載できない経費の例】 

 当該事業の実施とは関係のない経費、事務所維持費、人件費など経常的に係る経費 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 項 目 内    訳 

助 
 

成 
 

対 
 

象 
 

経 
 

費 

作品借料 作品借料（保険料含む） 

出演・音楽・ 

文芸費 

指揮料、演奏料、ソリスト料、合唱料、俳優出演料、作曲・

編曲料、作詞料、副指揮料、楽器借料、調律料、楽譜借料、

写譜料、楽譜製作料、演出料、演出助手料、監修料、振付料、

舞台監督料、舞台助手料、舞台美術・衣装等デザイン料、照

明・音響プラン料、台本料、訳詞料、著作権使用料、その他 

会場・舞台・ 

設営費 

会場設営・撤去費、作品運搬費、大・小道具費、衣装費、か

つら費、メイク費、舞台スタッフ費、照明費、音響費、道具

運搬費、楽器運搬費、舞台美術費、会場使用料（付帯設備等

を含む）、催事保険料、その他 

謝金・旅費・ 

通信費・宣伝

費・印刷費・

記録費 

編集謝金、原稿執筆謝金、会場整理・監視員謝金、託児謝金、

交通費、宿泊費、案内状送付料、広告宣伝費（新聞、雑誌、

駅貼り等）、立看板費、プログラム・パンフレット印刷費、図

録印刷費、入場券印刷費、台本印刷費、ポスター印刷費、ア

ンケート用紙印刷費、録画費、録音費、写真費、その他 

練習費 

指導者謝礼（ただし開催に向けた練習における指導料で、3 回

分まで）、稽古場借料（ゲネプロを含む。ただし 3 回分まで） 

※別表第 1（第 3 条関係）②文化芸術参加・体験事業について

は指導者謝礼・稽古場借料ともに 3 回を超えて認めることが

できる。 

・ 当該事業実施のために、予約金として前年度中に支払った会場使用料について

は、助成対象経費となります。 

・ 年間広報、会員募集などの団体の宣伝が掲載されているもの、本助成による活

動以外の事業の宣伝広告が掲載されているものについては、助成対象経費とは

なりません（協賛者からの広告掲載は可）。 

・  
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6 助成の決定 

(1) 助成の決定方法 

  助成金上限額区分に応じて、次のとおり助成事業を決定します。 

助成金上限額区分 助成の決定方法 

助成金上限額 200 万円区分 
本募集要項に記載する申請の要件について、要件適合の

有無を審査確認した後、学識経験者、有識者等を含む港区

文化芸術活動サポート事業審査委員会で審査します。審査

結果により、評価の高い上位の事業を採択します。 

 ※審査によっては、助成決定額が助成申請額よりも減額

になる場合があります。 

助成金上限額 100 万円区分 

助成金上限額 30 万円区分 
本募集要項に記載する申請の要件について、要件適合の

有無を審査確認した後、公開抽選により採択します。 

・ 事業実施に当たり、本助成事業以外に、区又は他の団体からの助成金がある場

合、申請事業収支予算書（様式 1-3）の収入に記載してください。 

≪助成金交付申請額の算定フロー≫ 太枠に数値を記入してください。 

① 助成対象経費 

⇒様式 1-3 申請事業収支予算書（A）欄に記入 

② 総収入額 

⇒様式 1-3 申請事業収支予算書（D）欄に記入 

ア．助成対象経費（Ａ）×4/5 

イ．助成金上限額 

ウ．助成対象経費（Ａ）－総収入（Ｄ） 

④ 助成金交付申請額 ③のア、イ、ウのうち最も少ない額※ 

⇒様式 1-3 申請事業収支予算書欄（E）欄に記入 

※千円未満の端数は切り捨て 

③ 

▼ 

▼ 

▼ 
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（2）審査の項目及び審査の視点 

港区文化芸術活動サポート事業審査委員会では、次の審査の項目及び審査の視点に

基づき、審査を行います。 

審査の項目 審査の視点 

事業の企画・運営手法等における育成の必要性、将来性 

団体の資質 活動ビジョン、実績 

事業の実現性 事業目標・課題の設定、組織体制、企画の具体性 

事業の効果性 
区分との合致度、地域特性、継続性・発展性、先駆性・

独創性 

区民への貢献度・区民への意識啓発 

経費の妥当性 

 

(3) 助成の決定 

①助成金上限額 200 万円区分及び助成金上限額 100 万円区分の場合 

申請のあった団体あてに平成 29 年 6 月上旬頃、助成決定（不承認決定）通知書を送

付します。 

②助成金上限額 30 万円区分の場合 

申請のあった団体あてに平成 29 年 3 月上旬頃、要件適合（不適合）通知書を送付し

ます。要件適合審査を通過した団体を対象に、平成 29 年 3 月 16 日（木）に公開抽選

を行います（抽選は来場された方の立会いのもとで行いますが、当日の会場への来場

の有無が抽選に影響することはありません。）。抽選後、当選（落選）の結果を各団体

に通知します（この時点では区の予算成立前のため正式な助成の決定ではありません）。 

平成 29 年 4 月上旬頃、当選した団体あてに、助成決定通知書を送付します。 
 

※上記スケジュールは現時点での予定です。 

 

 

7 専門家によるヒアリング及びアドバイス、事業評価の実施 

 

 助成決定を受けた団体に対し、専門家がヒアリング及びアドバイスを行うことにより、

団体の事業運営を支援します。 

 また、実施事業に対する事業評価を行います。 

 

（1）事前ヒアリング・アドバイスの実施（事業実施前） 

   助成決定後、各団体に対し、審査委員会での指摘事項等も踏まえ、専門家による

ヒアリング及びアドバイスを行います。事業内容や、事業実施に当たっての目的・

目標・課題などを団体へのヒアリングによって検証し、これに基づいて事業の効果

的な実施に向けたアドバイスを行います。 
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（2）事業訪問（事業実施中） 

   助成決定事業について、専門家が事業会場等を訪問し、事前ヒアリングの内容に

ついての確認と、事後ヒアリングに向けた視察を行います。 

 

（3）事後ヒアリング・アドバイスの実施（事業実施後） 

事業実施後に、専門家によるヒアリング及びアドバイスを行います。事業の実施

結果を検証し、新たな課題の洗い出し、改善策などについてアドバイスをすること

により、団体のスキルアップや活動の継続性確保につなげます。 

 

（4）事業総括の実施 

   上記（1）～（3）を踏まえ、事業について総括し、助成団体へ伝えます。 

 

(5) 事業評価の実施 

上記（1）～（4）を踏まえ、事業について事業評価を実施し、同一の事業で翌年度

以降に申請があった場合の審査の参考資料とします。 

 

 

8 助成金の支払い 

 

助成決定を受けた団体に対して、助成金を交付します。区から助成決定通知を受け、

実際に事業に着手した団体は、速やかに所定の様式に関係書類を添えて、手続きを行っ

てください。※手続きは助成金上限額区分によって異なります。 

助成金の交付に当たって、区は必要に応じて、助成金の使途に関する調査、資料等の

提出を求めることがあります。 

 

（1）事業着手確認後 

●助成金上限額 200 万円区分及び助成金上限額 100 万円区分 

助成決定を受けた団体は、港区文化芸術活動サポート事業助成事業着手届(第 5 号様

式)、事業着手を確認できる資料（会場の予約票、出演者との契約書など）を提出して

ください。また、事業着手の報告とあわせて、港区文化芸術活動サポート事業助成金交

付請求書（第 4 号様式）を提出し、助成金の請求手続きを行ってください。事業着手を

区が確認し、助成金の請求を受けた後、港区文化芸術活動サポート事業助成決定通知書

（第 2 号様式）により通知した額の 2 分の 1 以内の額を交付します。事業着手の報告と

あわせて、港区文化芸術活動サポート事業助成金交付請求書（第 4 号様式）を提出し、

助成金の請求手続きを行ってください。 

●助成金上限額 30 万円区分 

助成金上限額 30 万円区分については、事業終了後の 1 回払いとなりますので、事業

着手時点では、港区文化芸術活動サポート事業助成事業着手届（第 5 号様式）、港区   

文化芸術活動サポート事業助成金交付請求書(第 4 号様式)の提出は必要ありません。 

事業完了後、下記（2）のとおり手続きを行ってください。 

 



10 

 

(2) 事業完了後 

事業完了後（※1）、助成金額を確定し、助成金を交付します。助成金上限額 200 万

円区分及び助成金上限額 100万円区分については、交付済金額との差額を交付します。

事業が終了したら速やかに港区文化芸術活動サポート事業助成実績報告書（第 8 号様

式）を提出してください。最終提出期限は、平成 30 年 3 月 20 日（火）までとなりま

す。 

港区文化芸術活動サポート事業助成実績報告書（第 8 号様式）には支払いの内容を

証明する書類（※2）、事業内容がわかる資料（写真、ポスター、チラシ、パンフレッ

ト、アンケート結果等）を添付してください。 

実績報告により交付すべき助成金の額を確定します。 

助成金交付確定額が当初に交付した額に満たなかった場合は、その差額を返還して

いただきます。 

また、実績額が助成金交付決定額を上回っていても、交付額は港区文化芸術活動サ

ポート事業助成決定通知書（第 2 号様式）により通知した額を上限とします。 

 

※1 事業完了とは、助成事業の実施を全て終え、助成事業に係るアンケートの集計、

経費の支払い・清算を全て処理した状態を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2 支払いの内容を証明する書類について 

助成対象経費として申請する経費については、全て領収書の写しが必要です。 

領収書は、事業を適正に執行したことを証明する大切な書類です。不備のあるもの、

加筆のあるもの、欠損、汚れなどで支払いの確認ができないものについては助成対象

経費となりません。 

次の全てが記載された領収書の写しをもって助成対象経費の支払いを確認します。 

 

確認事項 詳細内容 

領収日 原則として平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 20 日までのもの 

宛名 

助成申請団体名又は代表者名が記載されたもののみが対象となり

ます。宛名のないもの、申請者名以外の宛名が記載されたもの、「上

様」は不可です。正式な団体名を記載してください。 

金額 
日本円以外の場合は、日本円に換算した金額とレートのわかる書類

を添えてください。 

品名 
事業の開催に要した経費であることがわかるよう、明確に記載して

ください。お品代及び具体的な品名の記載のないものは不可です。 

発行元 

発行者の住所 

記名 

領収印又はサイン 

領収印又はサインのないものは不可です。 

 

 なお、領収書の写しの提出が困難な理由があるときは、次のもので助成対象経費の

支払いの確認を行います。 

 

① レシートの写し 発行日、金額、発行者の所在地・名称のわかるもの。 

② 振込明細書 請求書などとあわせて 2 点確認とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、領収書の写しの提出が困難な理由があるときは、次のもので助成対象経費の

支払いの確認を行います。 

①レシートの写し（発行日、金額、発行者の所在地・名称のわかるもの） 

②振込み明細書（請求書などと合わせて 2 点確認とします） 
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9 助成条件 

 

助成決定を受けた団体は、次のことを守って助成事業を実施してください。 

 

(1)beyond2020 プログラム※の認証、ロゴマークの活用 

  助成決定を受けた団体は、積極的に beyond2020 プログラムの申請を行い、認証を 

受けてください。また、認証を受けた場合は、積極的にロゴマークを活用し周知を行

ってください。 

 ※beyond2020 プログラムとは、2020 年以降を見据え、日本の強みである地域性豊かで

多様性に富んだ文化を活かし、成熟社会にふさわしい次世代に誇れるレガシーを創

り出す文化プログラムを「beyond2020 プログラム」として認証し、日本全国の盛り

上げを図っていくものです。（所管：内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラ

リンピック競技大会推進本部事務局） 

 

(2) 事業実施会場の確保 

  会場の使用条件など会場提供者と十分確認の上、事業の申請者が事業の主催者とし

て責任を持って、会場の確保を行ってください。 

  当初予定していた会場と機能・規模等が大幅に異なる会場への変更など、十分な効

果性が確認できない変更については、助成金の交付額を減額する場合があります。 

 

(3) 後援名義の取得 

助成決定は、「区」の後援名義の取得を約束するものではありません。後援名義の取

得については、別途所定の手続きを行ってください。（所管：総務部総務課、各地区

総合支所管理課） 

なお、後援名義を取得していない事業については、区内施設におけるポスター掲示

やチラシ配布ができない場合があります。 

 

(4) 「平成 29 年度港区文化芸術活動サポート事業助成」の表示 

チラシ、ポスター、プログラム、チケット、インターネット等で事業告知の際は、

「平成 29 年度港区文化芸術活動サポート事業助成」と表示してください。英語で表

示する場合は「Granted by FY2017 Minato Support Program for Art and Cultural 

Activities」と表示してください。表示のない広報に要した経費については、助成対象

経費となりません。 

また、広報を開始する前に、必ず区の担当者による確認を受けてください。区の確

認なく印刷・公開したもの又はその事業については、助成対象経費とならない場合が

あります。助成決定を受ける前に、やむを得ず印刷物を作成する場合などは、別途相

談してください。 

 

 

 

 

・ 広報物には、主催者名と事業の申込先、問合せ先を必ず明記してください。ま

た、問合せ先については、電話とメールなど複数の連絡先を用意の上、区民か

らの問合せに対応してください。 
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(5) アンケートの実施及び報告 

助成を決定した事業について、アンケートを実施し、その結果を集計の上、報告し

てください（単純集計で結構です。）。アンケートの書式は自由ですが、次の項目は原

則入れてください。 

[アンケート項目] 

ア「今回の○○（事業名）の内容はいかがでしたか？」 

     1．大変よかった 2．良かった 3．普通 4．良くなかった 5．悪かった 

イ「今回の○○（事業名）は何で知りましたか？」 

     1．チラシ・ポスター（施設名：         ） 

    2．港区ホームページ  3．その他（           ） 

  ウ「beyond2020 プログラム、港区文化芸術活動サポート事業を知っていますか？」 

    1.どちらも知っている 

    2.beyond2020 プログラムは知っている 

    3.港区文化芸術活動サポート事業は知っている 

    4.どちらも知らない 
 

beyond2020 プログラムとは、みんなが参加できる 2020 年以降を見据えた 

文化プログラムです。 
 

港区文化芸術活動サポート事業とは、助成金の支給と、専門家のアドバイス 

により、文化芸術活動及びその活動団体を支援する事業です。 

 

 

（6）区民の来場者数の把握 

   区民への還元度の目安として、区民の来場者数、参加・体験者数を可能な限り把握

するように努め、報告書に記載してください。区民の数の報告のない場合には、助成

金を交付できない場合があります。 

 

（7）区民への広報 

リピーターや団体の会員のみを対象としたもの、団体のホームページのみ、口コミ

のみの宣伝は不可です。 

事業を広く区民に周知するため、区では、港区ホームページへ事業告知記事を掲載

するほか、区内施設へ事業告知のポスター、チラシの配布等の広報協力を行います。 

なお、イベントが集中する期間や港区後援名義の取得有無、その他個別事情等によ

り、各区内施設におけるポスター掲示やチラシ配布が実現できない場合があります。 

また、事業開始直前になってから広報を開始することのないよう、区の担当者と広

報計画について連絡・調整を滞りなく行い、計画的に広報を実施してください。 

区民への十分な事前周知期間（1 ヶ月程度）が見込めない場合は、広報に要した経

費又はその事業については助成の対象とならない場合があります。 

 

(8) 助成決定した事業の公表 

助成決定した事業については、決定した団体の名称、事業名、事業の概要等を広報

みなと及び港区ホームページで公表します。 
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10 事業内容の変更又は中止について 

 

事業内容及び予算額に大きな変更の生じることがないよう、事前に十分内容を検討の

上、申請してください。 

万が一、助成決定後に、助成事業の内容に変更又は中止がある場合は、変更又は中止

を決定した時点で速やかに区に連絡の上、港区文化芸術活動サポート事業助成事業変

更・中止承認申請書（第 6 号様式）を提出し、区の承認を得てください。 

区の承認のないまま、事業内容を変更して実施した場合、助成決定の全部又は一部を

取り消す場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 助成決定の取消し 

 

(1) 次のいずれかに該当すると認められるときは、助成決定の全部又は一部を取り消す

場合があります。 

①偽りその他不正な手段により、助成を受けたとき。 

②助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。 

③助成決定の内容又はこれに付した助成の条件に違反したとき。 

④助成事業の内容の変更について区の承認を得られないとき。 

⑤その他助成対象者の要件を満たさなくなったとき。 

⑥港区暴力団排除条例(平成 26 年港区条例第 1 号)第 12 条第 2 項の規定に基づき、 

助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認めるとき。 

 

（2）助成決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金

を返還していただきます。 

 

・ 屋外で実施する事業を計画書として提出する場合は、雨天時などを想定した代

替のプログラムを用意の上、計画書を提出してください。 

・ 当初予定していたよりも区民の参加数が少なく事業内容の変更又は事業の中止

をしたい場合は、事前に区に相談してください。 

・ 港区文化芸術活動サポート事業助成決定通知書（第 2 号様式）により通知した

額が申請額より少なく、収支計画の見直しが必要となる場合は、港区文化芸術

活動サポート事業 助成事業変更・中止承認申請書（第 6 号様式）を提出し、区

の承認を得てください。なお、事業の実施が困難である場合は、港区文化芸術

活動サポート事業 助成事業変更・中止承認申請書（第 6 号様式）を提出し、区

の承認を得てください。 
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12 提出書類 

 

申請の際は、以下の表に定める書類を提出してください。 

提出方法（提出部数や綴じ方）は、提出書類及び助成金上限額区分によって異なりま

すので、御注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 

提出方法（提出部数や綴じ方） 

助成金上限額 200 万円区分

助成金上限額 100 万円区分 
助成金上限額区分 30 万円 

(1) 港区文化芸術活動サポート事業助成申請書 

（第 1 号様式） 

 

【提出部数】１部 

A4・片面・白の用紙に黒

文字で提出 

※書類はホチキス止め

しないでください。 

 

【提出部数】1 部 

A4・片面・白の用紙に

黒文字で提出 

※書類はホチキス止め

しないでください。 

(2) 申請者概要（様式 1－1） 

(3) 事業実施計画書（様式 1－2） 

(4) 申請事業収支予算書（様式 1－3） 

(5) 団体の定款、規約、役員名簿 

(6) 団体の文化芸術活動の実績及び申請事 

業に関係する資料 

①最近の文化芸術活動の実績がわかる資料 

（チラシ、プログラム等） 

 ②申請事業に関係する資料（出演者の経歴、 

作品の説明等） 

③【任意】事業内容を紹介した写真（※1）、 

CD、DVD（※2）等の音源、映像資料 

（※1）写真については、A4 サイズの紙にコピーの

うえ、紙の枚数は 10 枚以内としてください。USB

メモリ、CD-ROM等は受け付けることができませ

ん。 

(※2) CD 及び DVD については、どちらか 1 種類の

みとします。録音・録画時間が 10分以内のもの

を提出してください。（記録媒体に申請団体名及

び録音・録画年月日を明記してください。） 

 

【提出部数】10 部 

※港区文化芸術活動サ

ポート事業審査委員

会で必要となるため。 

※書類は簡潔にまとめ

てください。 

 

【提出部数】1 部 

※書類は簡潔にまとめ

てください。 

・ 上記提出書類以外に、審査の参考のために提出を希望する資料がある場合は、事前にお問

い合わせください。 

・ 書類不備の場合、申請受理できません。また、鉛筆や消せるボールペン等消去できる筆記

用具での記入は不可です。記入の漏れや書類不備のないよう十分御留意ください。 

・ 提出書類については返却しませんので、必ず控えを取るようにしてください。 

・ 区では、必要に応じて関係資料の提出を求めたり、面談、電話等でヒアリングを実施した

りする場合があります。 

・ 申請は日本語のみ受け付けます。 
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13 申請期間及び提出方法 

 

(1) 申請期間  

申請期間は、平成 29 年 2 月 1 日（水）から 2 月 28 日（火）【消印有効】までです。 

消印が、平成 29 年 3 月 1 日（水）以降のものや消印のないものについては、申請受

理できませんので、十分御注意ください。 

 

(2) 申請書等の提出方法 

申請書等については、郵送により提出してください。持参その他の提出方法では、

申請受理できません。 

また、誤配、遅配等により申請期間内に提出書類が到達しなかった場合も、申請受

理できませんので、なるべく「簡易書留」、「レターパック」等を御利用ください。 

 

 

14 提出及び問合せ先 

提出先 

〒１０５－８５１１ 港区芝公園１－５－２５ 

港区産業・地域振興支援部 地域振興課 文化芸術振興係 

「港区文化芸術活動サポート事業」担当 

 

問合せ先 

電話 ０３（３５７８）２３４３（直通） 

 


